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平成２３年６月８日（第３日）  
開議 １３時００分  

○議長 川野 高實君  
 只今から本日の会議を開きます。  
町長より行政報告の申し出があっていますので、これを許可します。  

町長。  
○町長 柴田 好輝君  
 宮若市外２町じん芥処理施設組合臨時議会の協議内容について行政報告をいたします。  
平成１４年度よりスタートしましたごみ固形化燃料化、ＲＤＦ方式については、平成２９年

度までの事業期間としています。事業期間の満了を迎える平成３０年４月以降の事業計画に

ついては、参加組合大牟田リサイクル発電株式会社と事業期間満了の３年前までに協議する

ことになっています。  
 これまで平成１６年度、平成１８年度と２回の処理委託料の値上げを行っております。  
また、リサイクル推進によるごみの減量化が進み、その後、傾向は続くと思われます。  
処理委託料の再々改定も想定されます。  
こういった状況から組合としまして、今後のごみ処理の在り方について、早急に方針を定め

る必要が生じます。方針決定に当たっては、現在の事業を継続、新たにごみ処理施設の建設、

処理能力に余裕のある他自治体に委託する等、いろいろなケースが想定されます。  
 現在の事業を継続するにしましても、コストの問題、新たなごみ処理施設を建設する場合

は、ごみ処理方法の決定、施設の立地条件の決定、地元との調整等や他自治体に委託する場

合にもコスト、或いは受け入れして頂ける等の大きな課題を抱えています。  
 こういうことからごみ処理方法を検討するにいたしましても、相当な負担が必要となりま

すことから、宮若市外２町じん芥処理施設組合では平成３０年問題と位置付けをされていま

す。組合では今後の対応としまして、１０年の稼働延長を全体としながらも、福岡県及び電

源開発に対しＲＤＦの計画、搬入量の確保や大牟田リサイクル発電株式会社に対する出資金

の放棄の働きかけ等に取り組み、少しでも処理委託料の圧縮を図っていくことになっていま

す。ごみ処理施設は迷惑施設と言われ、建設場所の確保が非常に難しく、新規の施設建設は

多くの時間と多額な財政負担が必要とされるため、このことを十分に認識しまして、既存施

設の有効活用やごみ処理の将来像の具体化に向け取り組むことが決意されています。以上が

ＲＤＦ方式によるごみ処理についての行政報告を終わります。  
〇議長 川野 高實君  
 以上で行政報告を終わります。  
これより日程に入ります。日程はお手元に配布のとおりです。  
日程第１ 議案第３６号 専決処分の承認 鞍手町国民健康保険条例の一部を改正する条例

を議題とします。  
質疑はありませんか。  
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(「なし」の声あり) 
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
只今議題となっています議案第３６号は民生産業委員会に付託したいと思います。  
ご異議ありませんか。  

(「異議なし」の声あり) 
ご異議なしと認めます。よって議案第３６号は民生産業委員会に付託することに決定しまし

た。  
次に日程第２ 議案第３７号 専決処分の承認 鞍手町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例を議題とします。  
質疑はありませんか。  

熊井 照明君。  
○１番 熊井 照明君  
 課税限度額の５０万円が５１万円と、それから後期高齢者支援金の課税限度額も１３万円

から１４万円と、介護納付金も１０万円から１２万円と、課税限度額の引き上げがなされて

います。このことから各々の影響を受ける世帯数とどのくらいの増額になるのかと。それか

ら協会健保の上限額が分かれば教えて頂きたいと思います。  
〇議長 川野 高實君  
 税務住民課長。  
〇税務住民課長   久保田 隆一君  
 只今のご質問にお答えいたします。  
限度額の引き上げによる対象者数、世帯数ですが、平成２３年度で試算したものでお答えい

たします。  
 医療分の超過限度額を超える世帯数は４８世帯ありますが、これが１万円引き上げること

により、超過世帯は４３世帯、５世帯の方が対象者となります。  
 支援金の分が１万円引き上げることにより超過世帯は４８世帯から３８世帯となり、１０

世帯の方が対象となっています。  
介護納付金については、２万円引き上げることにより３９世帯から２３世帯となり、１６世

帯の方が対象となります。協会健保の上限額に合わせてこの限度額も引き上げということで

これまでもあっていますし、今後も見込まれますが、引き上げがあっているということは耳

にしていますが、今日の段階ではその上限額がいくらかまでは手元にもっていません。  
委員会の方で報告させて頂きたいと思います。  
〇議長 川野 高實君  
 熊井 照明君。  
○１番 熊井 照明君  
 それとどのくらいの増額になるのか教えて下さい。  
〇議長 川野 高實君  
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 税務住民課長。  
〇税務住民課長   久保田 隆一君  
 対象世帯数それぞれ５世帯数、１０世帯、１６世帯ということになっていますので、医療

分については１万円の引き上げ対象が５世帯ですので５万円、支援金の分については１０世

帯で１万円の引き上げで１０万円、介護納付金については２万円の引き上げで１６世帯が対

象となっていますので３２万円の増額ということです。  
〇議長 川野 高實君  
 他にありませんか。  

(「なし」の声あり) 
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
只今議題となっている議案第３７号は民生産業委員会に付託したいと思います。  
ご異議ありませんか。  

(「異議なし」の声あり) 
ご異議なしと認めます。よって議案第３７号は民生産業委員会に付託することに決定しまし

た。  
次に日程第３ 議案第３８号 鞍手町コミュニティバス運行条例を議題とします。  
質疑はありませんか。  

(「なし」の声あり) 
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
只今議題となっている議案第３８号は総務文教委員会に付託したいと思います。  
ご異議ありませんか。  

(「異議なし」の声あり) 
ご異議なしと認めます。よって議案第３８号は総務文教委員会に付託することに決定しまし  
た。  
次に日程第４ 議案第３９号 鞍手町税条例の一部を改正する条例を議題とします。  
質疑はありませんか。  

宇田川 亮君。  
〇１１番   宇田川   亮君  
 今回は東日本大震災に係る負担を軽減するという中身ですが、所得税なので直接関係ない

と思いますが、被災者の方が鞍手町の方にも来られているということを伺いましたので、そ

ういう方はここの条例に関しては何も対象という形にはならないのですか。  
〇議長 川野 高實君  
 副町長。  
○副町長 本松 吉憲君  
 代わってお答えします。被災者が鞍手町に一時２名親戚のお宅に身を寄せたられたという

ことで、支援物資等の提供をやってきましたが、現在東京都の都営住宅に移られて直接関係
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ないようなことになっています。現在そういう方は鞍手町に居られません。現時点では対象

になる方はいないということです。  
〇議長 川野 高實君  
 他にありませんか。  

(「なし」の声あり) 
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
只今議題となっている議案第３９号は総務文教委員会に付託したいと思います。  
ご異議ありませんか。  

(「異議なし」の声あり) 
ご異議なしと認めます。よって議案第３９号は総務文教委員会に付託することに決定しまし

た。  
次に日程第５ 議案第４０号 鞍手町営住宅審議会条例の一部を改正する条例を議題としま

す。  
質疑はありませんか。  

(「なし」の声あり) 
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
只今議題となっている議案第４０号は民生産業委員会に付託したいと思います。  
ご異議ありませんか。  

(「異議なし」の声あり) 
ご異議なしと認めます。よって議案第４０号は民生産業委員会に付託することに決定しまし

た。  
次に日程第６ 議案第４１号 鞍手町青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条例を議

題とします。  
質疑はありませんか。  

(「なし」の声あり) 
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
只今議題となっている議案第４１号は総務文教委員会に付託したいと思います。  
ご異議ありませんか。  

(「異議なし」の声あり) 
ご異議なしと認めます。よって議案第４１号は総務文教委員会に付託することに決定しまし

た。  
次に日程第７ 議案第４２号 専決処分の承認 平成２２年度鞍手町一般会計補正予算第９

号を議題とします。  
歳出より質疑をお受けします。事項別明細書の２４頁をお開き下さい。  
１款 議会費及び２款 総務費、２４頁から３４頁まで質疑はありませんか。  

岡﨑 邦博君。  
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○１２番 岡﨑   邦博君  
 ２９頁、財政調整基金のところですが、減債基金の積立金として３億３６００万円ほど上

がっています。減債基金を積み立てる自体は良いことだと思いますが、２３年度の予算でも

公債費は６億３千万円くらい計上していますし、敢えてここで減債基金を３億以上積み立て

る理由は何かということと。３億３千万円の原資というか、どういうものが積立金に充てら

れているのかお尋ねします。  
〇議長 川野 高實君  
 企画財政課長  
○企画財政課長 三戸 公則君  
 減債基金に積み立てた理由としては、平成２２年度から鞍手町は過疎地域に指定されてい

ます。その指定に基づきまして過疎債を発行出来るということになっていますが、平成２２

年度に約２億円の過疎債を発行しています。今後平成２７年度まで過疎債の指定期間、６年

間において約２億円の過疎債を毎年起こすという試算をした場合に、指定期間に１２億円ほ

ど過疎債を発行するという見込みを立てております。  
 その内、７割については地方交付税の基準財政需要額に算定されまして、７割は国の方か

ら元利償還金分が返済されますが、残りの割合分については町の一般財源で返済しなければ

ならない見込みを立てております。そうすると１２億円に対して３割分として３億６千万円

は一般財源で返済していかなければならないという試算をして、今回剰余金については減債

基金に積み立てたというふうにしております。  
 原資について歳入の主な要因は特別交付金が２億６千万円の予算に対して、１億４８７７

万７千円増という結果になっています。歳入全体で１億７０２７万円が今回の９号補正で増

となっています。  
 歳出については執行残等で１億６６２８万４千円が不用額というふうになっていますので、

歳入歳出合わせて３億３６５５万４千円が剰余金となり、今回減債基金の方に積み立てを行

っております。以上です。  
〇議長 川野 高實君  
 岡﨑 邦博君。  
○１２番 岡﨑   邦博君  
 一応そういうことで減債基金に充てたというのは分かりますが、今までの会計処理上一般

的に財政調整基金に入れていて、後２３年度で不足分が出たりすれば普通預金的な何でも使

えるところに入れていて、 終的に余裕が出たところで振り分けてもいいかなという思いが

あります。執行残もいろいろ出ていますが、町民の皆さんに対してお金がないと言って、必

要ではないかなと思うところまで切って来ているように思います。  
 執行残が出たからということで減債基金に充てるというふうな手法になっているので、こ

の前の一般質問で経常収支比率、その他の指標の中で数字的には改善をして良いとは思いま

すが、実際に鞍手町で生活している人たちにとっては、数字は良くても中身は決して良くな
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いと思います。  
使わないといけないところは使うべきではないかと思いますし、尚且ついきなり３億を積み

立てるのでなくて、もう少し余裕をもった上で積み立てもいいのかなと思います。  
これ自体がどうのと言うわけではございませんが、そこをもう少し考えて頂いてもいいのか

なと思います。何かお答え出来ますか。  
〇議長 川野 高實君  
 副町長。  
○副町長 本松 吉憲君  
 質問議員が言われますように、町民の方の要望に対してということがあります。これにつ

いては歳出抑制を図りながら財政運営をしていると。確かに我慢して頂いているところがあ

るかも知れませんが、現時点で財政調整基金が約４億８千万円という形をとらせて頂いてい

ます。これは特別交付税も今後減るし、人口減によって普通交付税も減るという中で、ここ

２～３年の財政運営をするためには４億８千万円ほど確保しておきたいと。それと減債基金

についても過疎債については通常の起債と違って償還期限が９年間ということで、過疎債に

ついては通常の起債と違って償還期限が９年間と短期間の償還になると、その部分は確保し

ておく必要があるという観点から、こういう取り扱いをさせて頂いております。  
減債基金も基金ですので緊急の場合の取り崩しは可能です。現時点ではその中で充てられる

ところは充てておこうと。これは財政運営の上ではこれだけは確保しておきたいという観点

から今回このような編成をさせて頂いております。以上です。  
〇議長 川野 高實君  
 他にありませんか。  
次に進みます。３款 民生費及び４款 衛生費、３５頁から５１頁まで質疑はありませんか。  

宇田川 亮君。  
〇１１番   宇田川   亮君  
 ４８頁と４９頁ですが、予防接種の業務委託料が大幅に減という形になっています。この

中身について教えて下さい。  
〇議長 川野 高實君  
 保険健康課長。  
〇保険健康課長   鯵坂 健二君  
 お答えいたします。予防接種の業務委託料の減額ですが、昨年から子宮頸がんワクチン、

ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンを接種するようにしていましたが、子宮頸がんワク

チンに関してはワクチンの不足、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンは死亡例等がありましたの

で接種を見送るということで、それにより減額になっています。  
〇議長 川野 高實君  
 宇田川 亮君。  
〇１１番   宇田川   亮君  
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 その後の新型と乳幼児予防接種の分も教えて下さい。  
〇議長 川野 高實君  

保険健康課長。  
〇保険健康課長   鯵坂 健二君  
 新型インフルエンザの予防接種の減ですが、当初予定していたのが４９５人ですが、実績

として２３２人の方が接種されたと。その分がマイナスの減額です。  
 乳幼児予防接種の扶助費の減額ですが、この部分は当初契約が直方鞍手医師会との契約し

か出来なかったということで、扶助費を計上しておりましたが、先程の予防接種の委託料の

減額と同じようなことでの減額となっています。  
〇議長 川野 高實君  
 宇田川 亮君。  
〇１１番   宇田川   亮君  
 子宮頸がんとかヒブワクチンの件については理由が分かりますが、新型インフルエンザに

関しては４９５人予定されていて、その半分以下の２３４人ということで、これは受けやす

さとかがきちんと出来てないのではと思いますが、そこをどういうふうな受け方をされてい

るのかを教えて下さい。  
〇議長 川野 高實君  
 保険健康課長  
〇保険健康課長   鯵坂 健二君  
 受け方ということで広報にも新型インフルエンザの予防接種を受けて下さいと。非課税の

方は無料になりますと掲載しております。昨年の議会でも宇田川議員がご質問されたと思い

ますが、個人的にというのはなかなか難しい部分もあり、広報で再三掲載をして周知を図る

という形をとっております。以上です。  
〇議長 川野 高實君  
 宇田川 亮君。  
〇１１番   宇田川   亮君  
 周知の図り方はいいのですが、例えば役場に来て手続きをしてとかという形もあったので

はないかと思いますが、それは直接医療機関に自分の掛かり付けに行って新型インフルエン

ザを受けたいのですがということで直ぐに出来るようになっていますか。  
〇議長 川野 高實君  
 保険健康課長。  
〇保険健康課長   鯵坂 健二君  
 非課税対象の方に関しては役場に来て頂いて申請をして頂くと。病院に直接非課税の用紙

を持って行かない場合、町内の医療機関に関しては非課税の方は無料になりますという掲示

をしております。医療機関の方に関しても非課税に該当しますねとかなかなか言えないとい

うことは聞いております。一応町内では掲示してそれを取りに来て頂くという形をとってい
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ます。そこで仮に実費を払った場合は、うちの方で還付の申請をして頂くようにしています。  
〇議長 川野 高實君  
 宇田川 亮君。  
〇１１番   宇田川   亮君  
 例えば実費を払ってもまた役場に行かなくてはならないということで、そういう手間がな

く医療機関に行けば無料で受けられるとか、そういうことを是非やって欲しいのです。  
 それと直方鞍手の医師会がありますから、そこに言えば乳児医療費でも周知をされている

のだから、医療機関にも通知すれば医療機関の方も予防接種が出来るわけですから、是非受

けやすさを追求して頂きたい。そうしないとインフルエンザになって医療費の方が掛かって

きますので、何のために予防接種をするかということを考えて多くの方に受けて頂くという

観点から是非やって頂きたいと思いますが。  
〇議長 川野 高實君  
 副町長。  
○副町長 本松 吉憲君  
 依然そういうお話があって、検討する部分もあるのではということだったと思います。  
詳細は記憶しておりませんが、直接行かれて証明がどうなるのか。もう少し課題を洗い出し

て対応出来るのであれば対応する必要があると思いますが、そこに問題があればその問題を

どう解消するか、その辺時間を頂いて検討してみたいと思います。  
〇議長 川野 高實君  
 他にありませんか。  
次に進みます。５款 労働費から８款 土木費まで５２頁から６０頁まで質疑はありません

か。  
宇田川 亮君。  

〇１１番   宇田川   亮君  
 ５９頁、住宅耐震化改修等緊急促進助成金減５７０万円、これは急に言ってきて時間のな

い中で取り組んだということもお伺いしていますが、この状況等を説明して頂きたいと思い

ます。  
〇議長 川野 高實君  
 建設課長。  
○建設課長 森 茂樹君  
 ご質問にお答えいたします。  
地域住宅交付金は住宅耐震改修等緊急促進助成金として１戸につき上限３０万円で、２０戸

を対象として６００万円を３月補正で予算化していましたが、申請期間までに１人しか申込

みがなかったことから５７０万円の減額をしております。  
周知方法としては２月１０日に各区にチラシを配布し、鞍手町のホームページに掲載してい

ました。以上です。  
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〇議長 川野 高實君  
 宇田川 亮君。  
〇１１番   宇田川   亮君  
 今回は時間のない中で、それでも１件申込みがあったなというふうな気がしますが、今後

東日本大震災もあり、地震に対する住民の意識も高まっている中で、耐震化ということで言

えばこういう事業が今後どうなっていくのかが分かれば教えて頂きたいと思います。  
〇議長 川野 高實君  
 副町長。  
○副町長 本松 吉憲君  
 今後ということですが、事業説明の中で耐震診断を県とかを通じて助成制度等があります

ということで紹介をしております。建設課でもパンフレットを置いたりしてやっております。 
今後国自体が一般住宅の耐震化をどのように進めていくか。県自体も目標を定めているとい

う状況ですが、助成制度として別の施策が出てくるのか現段階では把握出来ておりませんの

で、こういう状況を見ながら、その中で町が対応すべきものがあれば対応して行くという形

にはなると思っております。現時点では今の制度があるという部分で活用するしかないと思

っております。以上です。  
〇議長 川野 高實君  
 他にありませんか。  
次に進みます。９款 消防費から１３款 諸支出金まで６１頁から７５頁まで質疑はありま

せんか。  
岡﨑 邦博君。  

○１２番 岡﨑   邦博君  
 ６５頁、教育費 中学校管理費ですが、補正予算の財源内訳として国県支出金から１２２

１万７千円、その相対として地方債が１００万円減、その他の財源が１１４９万６千円減額、

一般財源が２００万１千円減となっています。国県支出金の中身とその他の財源で１１００

万円ほど減額されていますが、この財源の内容を教えて下さい。  
〇議長 川野 高實君  

企画財政課長。  
○企画財政課長 三戸 公則君  
 国県支出金の増については、安心安全な学校づくり交付金で本年度中学校の耐震工事を行

っておりますが、その補助対象経費について、過去１６年度に北中、２１年度に南中学校の

耐震診断を行っております。平成２２年度に耐震工事を行ったことに伴いまして、過去に行

った耐震診断の費用も補助対象の経費として見込まれるということで、国庫支出金の方が財

源の内訳として変更になっています。  
 その他の方で国庫の支出金が増えたことによりまして、福岡県の産炭地域振興基金活性化

基金の方から一部９００万円、平成２１年度から２３年度までで９００万円を頂くことで、
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それを財源としていましたが、国の国庫支出金が増えたことで平成２２年度の配分が減った

というところでございます。  
 また地方債の１００万円の減額についても、この事業費の財源の内訳が変わりましたので

地方債の過疎債の内訳が変わっております。  
〇議長 川野 高實君  
 岡﨑 邦博君。  
○１２番 岡﨑   邦博君  
 歳入のところで聞いてもいいのですが、安心安全の分についても歳入では５００数十万し

かなかったように思いますが、ここには１２００万円ほど上がっていますので、他に国、県

の支出金、補助金、交付金があるのではないかと思ったのでお尋ねしたのですが、そのこと

についてはいかがですか。  
〇議長 川野 高實君  
 企画財政課長。  
○企画財政課長 三戸 公則君  
 お答えいたします。国庫支出金の財源内訳については安心安全な学校づくり交付金として

１２７０万６千円となっています。  
〇議長 川野 高實君  
 暫く休憩いたします。  

休憩 １３時３９分  
再開 １３時５８分  

〇議長 川野 高實君  
 会議を再開します。  

企画財政課長  
○企画財政課長 三戸 公則君  
 ご質問にお答えいたします。国県支出金で歳出の方の１２２１万７千円は、その歳入分と

して先程申しましたように国庫支出金の方で５５２万２千円の国庫歳入があっています。そ

の差額分については、福岡県の産炭地域活性化基金の方による財源の移動という形になって

います。以上です。  
〇議長 川野 高實君  
 岡﨑 邦博君。  
○１２番 岡﨑   邦博君  
 先程の答弁の中でその他の財源で産炭地域振興基金９００万円が充てられていると。これ

は鞍手町分として決まっているものだと思いますが、例えば支出をしなければ何か別のこと

に財源を充てることが出来ると思いますが、その辺の考えをお尋ねします。  
〇議長 川野 高實君  
 企画財政課長  
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○企画財政課長 三戸 公則君  
 産炭地域活性化の基金については、合計で１億９００万円が鞍手町に配分されるとなって

います。期間は平成２１年度から２３年までの３年間になっています。平成２１年度に耐震

の関係で３０３９万７千円を納入しております。平成２２年度に今回４５１７万１千円を産

炭から受け取るようになっています。平成２３年度は残りの３３４３万２千円を受け取るよ

うになっています。この基金については本年度行います小学校及び豊翔館
ほうしょうかん

の耐震工事の事業

費に充てる予定にしております。  
〇議長 川野 高實君  
 他にありませんか。  

岡﨑 邦博君。  
○１２番 岡﨑   邦博君  
 同じく６５頁の小学校管理費で修繕料が４１万９千円減、次の６６頁に中学校の管理費と

して修繕料が１４９万８千円の減とあります。これは執行残が出たということは小中学校か

らの修繕に対する要望がなかったということで、これだけの減が出ているのですか。  
〇議長 川野 高實君  
 副町長。  
○副町長 本松 吉憲君  
 基本的に執行残で、毎年事業予定箇所を年次計画で立てて予算付けをやっております。  
それと工事自体が３月時点までの中で消化しているというのが現実ですので、執行残がある

からといって、それを次の部分に当てるというのは時間的なものがございます。当然３月補

正についても１月には予算組みを編成しておりますので、その後の発注部分をやった上で執

行残があります。工事として出すのは工期というものが取れないということがありますので、

どうしてもこういう形になります。  
当然積み残しの分については当初予算で付けていくという年次的に取り組んでおりますので、

緊急度の高い所からやっていくということでやっております。  
〇議長 川野 高實君  
 岡﨑 邦博君。  
○１２番 岡﨑   邦博君  
 小学校、中学校にとって校舎はかなり傷んでいる所が多いのです。今の説明では年次計画

を立てて執行しているということですが、それならば前倒しで計画を執行して頂いて、１２

月の時点で当年度の執行が終わればそこで残が出るわけですから、その余ったものを１月か

ら３月の中で執行して行くというようなことも出来るのではないかなと思います。  
 特に金額的にも大きなものではありませんので、工期も長く掛かるような修繕もないと思

います。出来れば執行残として本年度は減債基金に積立ていますが、なるべく執行して頂け

ればと思います。  
〇議長 川野 高實君  
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 副町長。  
○副町長 本松 吉憲君  
 工事についてはある程度まとまった規模で入札して業者を決め工期をとるという流れでい

っていますので執行残が出てきます。今言われている小規模の対応として２３年度から緊急

に動けるための予算措置で別枠で材料購入とか人件費が対応出来る予算措置を別枠でとって、

小規模のものは直ぐ対応出来るという体制をとるようにしております。  
〇議長 川野 高實君  
 宇田川 亮君。  
〇１１番   宇田川   亮君  
 関連ですが、私も小学校を見て回って例えばトイレのタイルが落ちて頭に当たったとかと

いう危険な状態もあるわけです。それを言ってもなかなか写真は撮りに来ても工事してくれ

ないということで、危険な所を残したままだと聞いているのです。そういうところは迅速な

対応をして頂きたいと思いますが、どうですか。  
〇議長 川野 高實君  
 副町長。  
○副町長 本松 吉憲君  
 もしそのような状況があればと思いますが、私も予算査定の中で現地調査に行きました。  
その中で危険性のあるものは直ちにするという前提でやっているつもりです。危険性のある

ものは緊急を要しますので対応するという姿勢はもっています。情報があればお願いします。 
〇議長 川野 高實君  
 他にありませんか。  
これで歳出を終わります。  
次に歳入に入ります。４頁をお開き下さい。  
一括して質疑をお受けします。４頁から２３頁まで質疑はありませんか。  

(「なし」の声あり) 
これで歳入を終わります。  
それでは歳入歳出全般について質疑はありませんか。  

岡﨑 邦博君。  
○１２番 岡﨑   邦博君  
 歳入で聞き忘れたのでお聞きしますが、１８頁の土地売払収入追加７４８万１千円、場所

はどこですか。中身をお願いします。  
〇議長 川野 高實君  
 総務課長。  
○総務課長 白石 秀美君  
 ７４８万の分ですが、その内の１件が３月１０日に旧室木駅のバス転向場用地の売却を行

っております。これが７２５万６５００円、その他にインターチェンジのアクセス道路の関
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係の代替地代金の差額として福岡県から２２万５４５９円入っています。その合計でこの金

額となっています。  
〇議長 川野 高實君  
 岡﨑 邦博君。  
○１２番 岡﨑   邦博君  
 町有地の売り払いについては公募をするというご説明がありましたが、旧室木駅について

は公募されましたか。  
〇議長 川野 高實君  
 総務課長。  
○総務課長 白石 秀美君  
 遊休地については特に使用の目的がないというような場合については売却してもいいとし

ておりました。公募を掛けるということもありますが、今回の場合その用地の直ぐ横で経営

されている会社の方がやっている会社で会議室として作って企業活動に活用したいというこ

とでした。それで地元の企業が活用出来るということで今回売却をしたということです。  
〇議長 川野 高實君  
 岡﨑 邦博君。  
○１２番 岡﨑   邦博君  
 おかしいですよね。公募をすると言えばある一定の規模で７００万円というのはかなりの

平米数になるのです。こういうものについては公募をするという説明があっているわけです

から、公募をしないといけないのではないですか。隣の会社だから公募をしないで売り渡す

のであれば便宜を図ったことに繫がります。そういうところに公平、公正の行政運営がなさ

れているかどうかということに繫がるのです。どういう場合に公募する、どういう場合には

公募しないという基準を明確にして町民に知らせないといけないのではないですか。  
そういう基準があるのかお尋ねします。  
〇議長 川野 高實君  
 副町長。  
○副町長 本松 吉憲君  
 以前も公共用地の売却のご質問を頂いた時にお答えしたと思いますが、ある一定の規模は

どこまでを指すのか明確にしておりません。ただ、その時に売却する場合に基本的には公募

ですが、隣接地の方がいらないということであれば一般に公募しますが、優先的には隣接地

の方にするという方針はもっています。  
今言われますように明確にどのラインでするのかという部分がありますので、今後公共用地

は不動産鑑定を入れた部分もあります。当然公募していきますのでそういう部分を明確にし

て、周知徹底するようにしたいと思います。  
〇議長 川野 高實君  
 岡﨑 邦博君。  
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○１２番 岡﨑   邦博君  
 何平米あるか分かりませんが、室木なら相当数の平米数があると思います。そういうまと

まった土地を隣接地だからとかというのはおかしいのです。端数の小さな１００平方メート

ル以下の土地なら隣接する方に売却するというのは分かりますが、こういうまとまった土地

を隣接するということ自体がおかしいですよ。町が公募すれば欲しいという方がいたかも知

れません。そうすれば公募ならもっと高く売れる可能性もあるのです。  
町が損を被る可能性もあるのです。そういうことのルールを作って決めて下さい。平米数を

お尋ねします。  
〇議長 川野 高實君  
 総務課長。  
○総務課長 白石 秀美君  
 面積が８０８．５５平方メートルとなっています。  
〇議長 川野 高實君  
 他にありませんか。  
これで質疑を終わります。  
只今議題となっている議案第４２号は総務文教委員会に付託したいと思います。  
ご異議ありませんか。  

(「異議なし」の声あり) 
ご異議なしと認めます。よって議案第４２号は総務文教委員会に付託することに決定しまし

た。  
次に日程第８ 議案第４３号 専決処分の承認 平成２２年度鞍手町老人保健特別会計補正

予算第４号を議題とします。  
質疑はありませんか。  

(「なし」の声あり) 
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
只今議題となっている議案第４３号は民生産業委員会に付託したいと思います。  
ご異議ありませんか。  

(「異議なし」の声あり) 
ご異議なしと認めます。よって議案第４３号は民生産業委員会に付託することに決定しまし

た。  
次に日程第９ 議案第４４号 専決処分の承認 平成２２年度鞍手町流域関連公共下水道事

業特別会計補正予算第５号を議題とします。  
質疑はありませんか。  

(「なし」の声あり) 
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
只今議題となっている議案第４４号は総務文教委員会に付託したいと思います。  
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ご異議ありませんか。  
(「異議なし」の声あり) 

ご異議なしと認めます。よって議案第４４号は総務文教委員会に付託することに決定しまし

た。  
次に日程第１０ 議案第４５号 専決処分の承認 平成２２年度鞍手町かんがい施設維持管

理運営費特別会計補正予算第１号を議題とします。  
質疑はありませんか。  

(「なし」の声あり) 
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
只今議題となっている議案第４５号は民生産業委員会に付託したいと思います。  
ご異議ありませんか。  

(「異議なし」の声あり) 
ご異議なしと認めます。よって議案第４５号は民生産業委員会に付託することに決定しまし

た。  
次に日程第１１ 議案第４６号 専決処分の承認 平成２２年度鞍手町谷山池パイプライン

水利施設維持管理運営費特別会計補正予算第１号を議題とします。  
質疑はありませんか。  

(「なし」の声あり) 
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
只今議題となっている議案第４６号は民生産業委員会に付託したいと思います。  
ご異議ありませんか。  

(「異議なし」の声あり) 
ご異議なしと認めます。よって議案第４６号は民生産業委員会に付託することに決定しまし

た。  
次に日程第１２ 議案第４７号 平成２３年度鞍手町一般会計補正予算第１号を議題としま

す。  
歳出より質疑をお受けします。  
事項別明細書の１１頁をお開き下さい。  
１款 議会費及び２款 総務費について１１頁から１４頁まで質疑はありませんか。  

星 正彦君  
〇３番   星  正彦君  
 １１頁の職員旅費７５万４千円、これは提案説明の時に東日本大震災による被災地復興支

援のための職員派遣に伴う予算だと思います。担当課長にお聞きしたのですが、県の指導で

各市町村に対して県から呼びかけて、それに伴う復興支援のボランティアと聞いております

が、何人分の予算措置をされているのか。そしてその活動がどういう内容なのかをお聞きし

たいと思います。  
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〇議長 川野 高實君  
 総務課長。  
○総務課長 白石 秀美君  
 災害派遣についてはいろんなルートによる派遣があります。県を通じてということもあり

ます。また、福岡県の町村会でも協議はされましたが、全国町村会を通じてということもあ

りました。また、自治労関係の方でもルートをもって支援をされているということです。  
 町村会の方で協議をされた中でいろいろと窓口があっても、それぞれの町村の行革によっ

て人員が減っている中ではいろんなルートで派遣するのは難しいと。まず一本化しようとい

うことで県町村会と協議をされて、合同派遣ということが決まっております。  
 現在派遣をしていますが、本町からも既に派遣が終わっているのが５月３日から１２日ま

での分で１名派遣しております。派遣した職員の業務内容としては自衛隊が搬入する拾得物

の洗浄及び提示で、アルバムとかを洗浄して住民の方が探しに来られた時に見えるような形

で提示するということをしております。  
 現在６月２日から１０日までの予定で１名派遣しております。この職員についての業務内

容は仮設住宅への物資の搬入作業、入居説明会の資料作成、或いは罹災証明の発行という業

務に従事しているということで報告を受けております。現在終わっているのが１名、派遣中

が１名、今後６月２０日から１名予定していますが、予算的には４名分を含んでおります。  
〇議長 川野 高實君  
 星 正彦君  
〇３番   星  正彦君  
 ４名分ということで業務の内容もそれぞれ違うというご回答を頂きましたが、例えばこれ

に関連してですが、こういうボランティアの関係、復興支援の関係の窓口はどこになってい

るのか。それと具体的に民間のレベルで鞍手町に住んでいる方もそうだと思いますが、既に

民間のレベルで東日本の大震災で活動されている方もおられると思います。町の方にそうい

う問い合わせが来ているのかどうか。それと民間レベルで東日本の大震災に関してボランテ

ィア活動で取り組みを進めて行く方たちの今後もあるのではないかと思いますが、そういう

場合に行政の対応はどうされるのかお聞きしておきたいと思います。  
〇議長 川野 高實君  
 総務課長。  
○総務課長 白石 秀美君  
 基本的に職員を派遣するということになりますと総務課の方が人事を担当しておりますの

で窓口となります。職員の特別休暇の中にはボランティア休暇という制度もございますので、

そういうものを活用するということも可能ですが、合同派遣という形で現在は進めておりま

すので、その中で派遣をしているという状況です。民間のレベルでのボランティアの活動と

いうことで役場の方に問い合わせを頂いたということは今のところあってはおりません。  
 一応お話があれば総務課の方でお話をお聞きしたいと思っております。  

 16 



〇議長 川野 高實君  
 星 正彦君  
〇３番   星  正彦君  
 職員の派遣については所管課が総務課というのは分かりますが、民間のレベルで勝手にボ

ランティアをしたいということで現地に行ってもなかなか受け入れも含めてどうしていいの

か分からない部分がありますが、そういうことを考えますと、何人かから行きたいという声

も耳にしていますが、その場合に地元の情報が民間では把握出来ないと。どこに行ってどう

していいのか分からないということがあると思います。今後そういう場合が想定されますの

で、民間のレベルで町民の方たちがボランティアに行きたいと言った場合にどこが所管なの

か。それに対する行政の一定の支援も考えていく必要があるのではないかと思います。  
もう一度お願いします。  
〇議長 川野 高實君  
 副町長。  
○副町長 本松 吉憲君  
 議員が言われていますようにボランティアとして個人的に現地に行かれています。私ども

はニュースで知る程度で、受付窓口がどこにあるか分かりません。食料等は自分で持って行

かなければならない。個人で行く場合は相当の負担もあります。当然水という問題もあると

思います。今言われますように町としても明確なものを窓口として作っておりませんので、

県等に情報を仕入れて窓口からどういう支援が出来るか、内容を早急に詰めた上でホームペ

ージ等、或いは広報でお知らせ出来ればと思います。ちょっと時間を頂いて情報収集に当た

ってみたいと思います。以上です。  
〇議長 川野 高實君  
 岡﨑 邦博君。  
○１２番 岡﨑   邦博君  
 １２頁、施設予約システム構築委託料で１０７６万円上がっていますが、この中身につい

てお願いします。  
〇議長 川野 高實君  

総務課長。  
○総務課長 白石 秀美君  
 施設予約システム構築委託料で１０７６万３千円ですが、財団法人の地域活性化センター

の助成事業ということで、歳入の方でも８００万円を計上しております。既存の施設予約シ

ステムが電算システム更新に伴って使用出来なくなるということで、再構築をして更に便利

なものにしようということで計画をしております。  
この地域活性化センターの助成金があるということで利用することにしています。対象施設

は町立体育館、武道館、弓道場、町民グラウンド、町立野球場、浮州公園野球場、総合福祉

センターとなっています。助成の対象ではありませんが中央公民館も合わせて全部で８施設
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について施設予約システムの再構築をすることで考えております。  
〇議長 川野 高實君  
 宇田川 亮君。  
〇１１番   宇田川   亮君  
 先程の東日本の大震災の支援ですが、ある程度民間の団体の被災地で受け入れ体制が出来

ている場合とかは各自治体で１０００円程度の保険に入って行って下さいというお知らせも

来ています。そういうものを是非考えて頂いて町民の方に知らせるということもやって頂き

たい。それと被災地に職員の方が行かれてテレビ、ラジオ、新聞で見るよりも現地に行けば

その悲惨さが分かると思います。そこを町民の方に伝えるような、復興にはまだまだ相当の

時間とお金が掛かるので、そのためにも日本が１つにならないといけないという状況ですか

ら町民の皆さんに現状を伝える取り組みもやって頂きたいと思います。その点の考えはない

でしょうか。  
〇議長 川野 高實君  
 副町長。  
○副町長 本松 吉憲君  
 民間のボランティアについて私の方は詳細に把握しておりませんので、これらは情報を収

集して実際どういう対応をしているのかを含めて研究したいと思います。  
派遣した職員からは毎日報告をもらっています。現地に行けばニュースで見るよりも違う

というのが第一報です。こういう活動をやっておりますということも広報等を通じてお知ら

せしたいと思っております。内容については検討させて頂きたいと思いますが、現場に行っ

た職員がマスメディアと違う印象を受けているというのは確かにございます。こういう部分

はお知らせしたいと思います。  
〇議長 川野 高實君  
 他にありませんか。  
次に進みます。３款 民生費及び４款 衛生費について１４頁から１７頁まで質疑はありま

せんか。  
(「なし」の声あり) 

次に進みます。６款 農林水産業費から８款 土木費について１７頁から１９頁まで質疑は

ありませんか。  
星 正彦君  

〇３番   星  正彦君  
 総務文教委員会に付託されると思いますが、１９頁の開発申請事務委託料４６８万円上が

っていますが、これはどういうことなのか内容を教えて頂きたいと思います。  
〇議長 川野 高實君  
 副町長。  
○副町長 本松 吉憲君  
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 これは念願でありました町有地の活用を図っていきたいということで、第１段として旧分

校跡地の前面にあります農地約２ヘクタールを開発して企業誘致の受け皿にしたいというこ

とで、設計等の委託料を今回計上しております。  
〇議長 川野 高實君  
 星 正彦君  
〇３番   星  正彦君  
 そうしますとこの旧分校跡地の設計等の委託料と言われていますが、開発するために一定

の造成も含めて財政出動しなければならないという問題も出てきますが、本年度設計委託し

ても本年度というわけにいかない部分もあると思いますが、そういう計画が具体的にあるの

ですか。  
〇議長 川野 高實君  
 副町長。  
○副町長 本松 吉憲君  
 予定としましては今回の予算を可決して頂きますと早速開発許可を頂くために県知事許可

を頂く作業に入ります。これが順調にいけば９月にはある程度造成費として工事費を計上し

たいと。１つは国交省が遠賀川の改修をやって頂いております。それの残土を以前から受け

入れたいと。この申し入れを国交省にしていました。一応準備が出来たということで先日国

交省の方に秋以降受け入れ可能になる予定ということで土砂の搬入等について今後協議させ

てもらいたいと進めておりますので、そういう部分で９月に再度造成費、工事費として予算

措置したいと思っております。  
〇議長 川野 高實君  
 星 正彦君  
〇３番   星  正彦君  
 ９月には造成費を計上したいということですが、以前町有地の問題に関して団地造成も含

めて議会でもかなり活発な議論がされて来た経過がございます。町長の方はオーダーメイド

による団地造成ということを一貫して言われて来た経過もございます。従って今回設計委託

料というか、事務委託料４６０万円近く計上されて９月に造成に掛かるということであるな

らば、具体的に立地企業なり、鞍手に進出して来たいというものの動きがあるのですか。  
〇議長 川野 高實君  
 副町長。  
○副町長 本松 吉憲君  
 実際に１万坪、２万坪というお話は頂いております。ただ、町が造成するにはリスクが大

きいということでオーダーメイドと申し上げました。今回分校跡地の前の農地については形

状も真四角で使い勝手がいいということと、国交省から許可証を頂けば造成費も安く抑えら

れると。極端に２万平米ですので単純に２万リューベ以上の土をただで頂ければ、その分造

成費がいらないということで、このチャンスを逃したくないという部分があります。  
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引き合いも当然あっておりますので、１団地でも造成して企業誘致が出来れば、それが引き

金になって次のステップへといけるのではないかということで、今回その部分に着手するこ

とにいたしております。以上です。  
〇議長 川野 高實君  
 他にありませんか。  

岡﨑 邦博君。  
○１２番 岡﨑   邦博君  
 このことについては今日初めて伺ったわけで、全然議会にも説明がなかったのですが、こ

ういうものについては別に都市計画審議会に掛ける必要はないのかと。後の用途がどういう

ふうになっているのか。あそこは北中学校も近いし、住宅用地の方が適しているのではとい

うような場所なのです。  
どういう工場が来るのか分かりませんが、今の工場は騒音や公害を発生させるような工場は

少ないだろうと思いますが、ここに何故工場誘致をしようというふうに思ったのかをお尋ね

します。  
〇議長 川野 高實君  
 副町長。  
○副町長 本松 吉憲君  
 一点目の都市計画審議会に掛ける必要はないかと。これは通常開発行為で開発をする側で

今回は町ですが、県知事の許可を頂ければいいということで都市計画審議会に掛ける必要は

ありません。  
 用途についてはもともと農振農用地でしたが、１昨年でしたか農地の白地化まで進めてお

ります。今回急遽こういう状況になったのが県の農地計画課と十分事前協議を進めながら、

今回概ねいけるという部分で予算措置させてもらったということです。  
 それと住宅用地というご意見ですが、現地が新川を挟んで農地側ということと、分校跡地

も今からの活用というふうに思っております。理想ですが、工場と企業によっては事務所用

地というものもいるかも知れませんし、当然文教施設のある部分ですので、分校跡地にはそ

ういう企業は環境上好ましくないということで事務所、住宅団地というふうな構想ではおり

ます。  
今後の方針ですが、そういう中で当地は２万平米ということで大きな企業は期待出来ませ

んが、その部分に馴染むような企業を誘致したいと思っております。周辺の環境を考えなが

ら企業選択はするべきだろうと思っております。  
〇議長 川野 高實君  
 岡﨑 邦博君。  
○１２番 岡﨑   邦博君  
 関連になりますが、町有地に関してはここ以外にも沢山あります。大きなものは宮本学園

もあります。ここの場合は売却する時に検討委員会を立ち上げて、その中で計画を立ててと
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いう話があって、そのままになっているわけです。今回の分校跡地の農地に関しても分校跡

地に関しても、町が独自ですることも１つの方法としてはあるでしょうが、町全体の将来像

を考える上で、広くいろいろな意見を求める上からも町有地の有効活用に関する検討委員会

を設置するということも必要ではないかと思います。そのことについてはどのようにお考え

ですか。  
〇議長 川野 高實君  
 町長。  
○町長 柴田 好輝君  
 検討委員会の設置ということですが、小規模のものについては町の総合計画等によって基

本的なものが出来ております。それによって進めて行きたいと思います。大事なことは議会

と相談しなければならないが、２万平米については、企業は大きいものを要求しているわけ

です。２万平米では狭いという企業さんが多いわけです。今農振は手続きがうるさいわけで

す。相当時間を要して工場用地埋め立てについては前が見えていたと。遠賀川の土が出ると

いうことで、それを頂いて造成していくと。その中で鞍手町の都市計画を連合させながら進

めていきたいと。大口があってするとすれば執行部だけではいけません。議会の皆さんにも

合議しなければならないと。企業が来るから作っているわけではなく、総合計画に基づいて

条件整備をして、現物を見せて来て頂くと。そうしないと県は企業が来たら許可しますと。

それでは間に合わないわけです。やはり作っておかなければならないわけです。  
そういうことを踏まえて進めているわけです。  
〇議長 川野 高實君  
 岡﨑 邦博君。  
○１２番 岡﨑   邦博君  
 県が指摘するように、企業誘致するためには造成しておかなければならないのは当たり前

なのです。町長は今まで企業が来るのが分かってオーダーメイドで造成するというのでは間

に合わないわけです。とてもそういうことで企業が来るはずもないのです。そういう意味で

は当たり前の話ですが、そこの場所自体が工場誘致に適しているかということをお尋ねして

いるわけです。学校から直ぐ近くにあるわけですので、今後小中学校の統合問題がどのよう

になるか分かりませんが、鞍手のほとんど真ん中に位置するのです。役場が近い所ですから

尚且つ北中もあるということですから、統合ということになればその後の校舎についても話

がいろいろ出て来るでしょう。そういうことを考えれば工場誘致よりも住宅地の方が適して

いるのではないかと思っております。これは私の個人的な意見です。  
 いろいろな意見をお持ちの方がいるので検討委員会を作って皆さんのご意見を聞きながら

町の方向、将来をそこで決めるわけです。だから行政だけで決めるのでなくていろんな方の

ご意見を聞いて町有地の有効活用を図ったらいいのではないかということで提案しているわ

けです。実際に宮本学園を購入する場合もそういう話もあったので、町の方向性を決める分

岐点に時間的にもなっているのではないかなと思います。  
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総合計画の中でと言われていましたが、定住化の推進というのは大きな問題です。  
この前の一般質問でも出ていました。そういう意味でも私は工場誘致と同時に宅地の開発と

いうのも重要ではないかなと提案をしているわけです。  
いずれにしても皆さんの英知を結集した中での町の将来、町有地または町自体の開発につ

いて考えるべきではないかなと思います。  
〇議長 川野 高實君  
 他にありませんか。  
次に進みます。１０款 教育費について２０頁から２１頁まで質疑はありませんか。  
これで歳出を終わります。  
次に歳入に入ります。９頁をお開き下さい。一括して質疑をお受けします。  
９頁から１０頁まで質疑はありませんか。  

(「なし」の声あり) 
これで歳入を終わります。  
それでは歳入歳出全般について質疑はありませんか。  

(「なし」の声あり) 
これで質疑を終わります。  
只今議題となっている議案第４７号は総務文教委員会に付託したいと思います。  
ご異議ありませんか。  

(「異議なし」の声あり) 
ご異議なしと認めます。よって議案第４７号は総務文教委員会に付託することに決定しまし

た。  
次に日程第１３ 議案第４８号 平成２３年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計補正

予算第１号を議題とします。  
質疑はありませんか。  

(「なし」の声あり) 
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
只今議題となっている議案第４８号は総務文教委員会に付託したいと思います。  
ご異議ありませんか。  

(「異議なし」の声あり) 
ご異議なしと認めます。よって議案第４８号は総務文教委員会に付託することに決定しまし

た。  
次に日程第１４ 議案第４９号 平成２３年度鞍手町水道事業会計補正予算第１号を議題と

します。  
質疑はありませんか。  

(「なし」の声あり) 
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
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只今議題となっている議案第４９号は総務文教委員会に付託したいと思います。  
ご異議ありませんか。  

(「異議なし」の声あり) 
ご異議なしと認めます。よって議案第４９号は総務文教委員会に付託することに決定しまし

た。  
次に日程第１５ 議案第５０号 専決処分の承認 鞍手町流域関連公共下水道事業中山処理

分区管渠築造工事（第３３工区）請負契約の変更を議題とします。  
質疑はありませんか。  

宇田川 亮君。  
〇１１番   宇田川   亮君  
 工期が延びて議会の承認を得るということですが、その理由があれば教えて下さい。  
〇議長 川野 高實君  

上下水道課長。  
○上下水道課長 中岡 和之君  
 この工事は巌流市場から新県道までの推進工事をする中で、六田川橋梁から小牧側に向か

って管路の薬注による作業中調査をした結果、路面から１．５メートル付近でコンクリート

が確認出来、その後調査しますと昔の水路の橋台であることが確認出来ました。その橋台部

分は現行の推進工法では出来ませんので、この部分を撤去するという作業が必要になりまし

た。それで調査、工事等で４０日間程度の作業を要しました。その後は順調に進み、３月１

５日までの工期を一応月末までにしましたが、その後土質の変化、縁石等で推進にトラブル

が発生して年度内の工事が完了出来ないということで繰越工期として、４月３０日までの契

約変更をしたものです。  
〇議長 川野 高實君  
 他にありませんか。  
これで質疑を終わります。  
只今議題となっている議案第５０号は総務文教委員会に付託したいと思います。  
ご異議ありませんか。  

(「異議なし」の声あり) 
ご異議なしと認めます。よって議案第５０号は総務文教委員会に付託することに決定しまし

た。  
次に進みます。  
日程第１６ 議案第５１号を議題とします。  
提案理由の説明を求めます。  

町長。  
○町長 柴田 好輝君  
 日程第１６ 議案第５１号 専決処分第１２号 平成２３年度鞍手町国民健康保険事業特
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別会計補正予算第１号であります。  
 本補正予算は、平成２２年度鞍手町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算見込において、

歳入不足が生じたため、地方自冶法施行令第１６６条の２の規定に基づき、平成２３年度の

歳入を繰上げ、これに充用したものであります。  
なお、繰上げ充用措置は、出納期間内に行わなければならないことから、平成２３年５月

３１日付で専決処分したものです。  
歳入歳出それぞれ５８，６０６千円を追加し、予算総額を、歳入歳出それぞれ２，２８９，

８５８千円としました。  
以上が、議案第５１号の提案説明であります。  
 ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いします。  
〇議長 川野 高實君  
 これから質疑を行います。  
議案第５１号について質疑はありませんか。  

宇田川 亮君。  
〇１１番   宇田川   亮君  
 累積赤字の分が響いて、恐らく単年度で若干赤字かなと思いますが、単年度でどういう収

支になったのか教えて下さい。  
〇議長 川野 高實君  
 保険健康課長。  
〇保険健康課長   鯵坂 健二君  
 お答えいたします。単年度でということですので、歳入歳出差し引き３４０万３千円ほど

の赤字となっています。  
〇議長 川野 高實君  
 宇田川 亮君。  
〇１１番   宇田川   亮君  
 これが赤字になったのはいろんな理由があると思いますが、国保運営審議会で赤字になっ

た場合に国保税の値上げということもという話も執行部側の説明で毎年あっていたのですが、

本年度はどういうふうに考えているのか。  
〇議長 川野 高實君  
 町長。  
○町長 柴田 好輝君  
 後期高齢絡みで予算は一昨年から若干好転しています。審議会の中でも様子を見ようとい

うことで、しかし国は今からどういう状況になるかは、前年度の分を前倒ししているのだか

ら、赤字が大きくなれば何らかの措置をしなければならないと思っております。国の方でい

ろいろ流動的にどうするかということで掴めないところが若干ありますが、当初は値上げと

いうことで、昨年度はたまたま黒字であって、累積が大きくなるということならその時点で
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一考を要するということです。  
〇議長 川野 高實君  
 宇田川 亮君。  
〇１１番   宇田川   亮君  
 この会計は出納閉鎖して見ないと分からない状況があります。毎年２月頃では赤字予想な

のです。それが出納閉鎖が終わったら黒字だとかという形になっているので、本年度途中で

経過を見ても分からないと思います。今年３４０万円からの赤字が出ましたが、来年度に税

制改正するということは考えてないと思ってもいいのでしょうか。  
〇議長 川野 高實君  
 町長。  
○町長 柴田 好輝君  
 来年を予想して国保がどのようになっていくのかは全く予想が立たないと。但し、ある一

定の時期になると歳入が確実に入って来ればいいけれども、大きく１２月に上がってきます

ので、その状況を見ないと上げませんということは発言を控えさせて頂きたいと思っており

ます。  
〇議長 川野 高實君  
 他にありませんか。  
これで質疑を終わります。  
只今議題となっている議案第５１号は民生産業委員会に付託したいと思います。  
ご異議ありませんか。  

(「異議なし」の声あり) 
ご異議なしと認めます。よって議案第５１号は民生産業委員会に付託することに決定しまし

た。  
この際休会についてお諮りします。  
明日９日から１３日までの５日間は委員会審査のため休会としたいと思います。  
ご異議ありませんか。  

(「異議なし」の声あり) 
ご異議なしと認めます。よって明日９日から１３日までの５日間は委員会審査のため休会と

します。  
以上で本日の日程は全部終了しました。  

本日はこれをもって散会します。  
散会  １４時５５分  
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